
 

 

 （注）要旨は、具体的に記載すること。  
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日 

東郷町議会議長 殿 

東郷町議会議員 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問（一問一答方式・一括質問方式）したいので通告します。  

 記 
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１ 犯罪被害者の方

等への支援につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

事件や重大事故が起きたとき、被害に遭われた

方やご遺族の生活は一変する。心身の深刻なダメ

ージに加え、仕事を続けられなくなる、転居を余

儀なくされる、子どもの生活や進学に影響が出る

など、被害は長期にわたり日常生活全般に及ぶ。 

2024年の犯罪白書によると刑法犯の認知件数

は約 70万件。人口比では、１年間に百数十人に一

人が何らかの刑法犯の被害に遭っている計算にな

る。平均寿命を考えれば、ふたりに一人は生涯の

うちに一回は刑法犯の被害に遭うことになる。誰

もが当事者になり得るからこそ、被害後の生活再

建を社会全体で支える仕組みが必要である。 

「2025年犯罪被害者白書」によれば、犯罪被害

者等支援条例は全国で６割を超える自治体が制定

し、中部９県では８割近い自治体に広がっている。

愛知県もすでに条例を制定しているが、県警は「住

民に最も身近な市町村による条例整備により、中

長期のきめ細かな支援が可能になる」として、市

町村に制定を求めている。 

東郷町には現在、犯罪被害者や遺族を総合的に

支える条例や明確な支援制度はない。被害に遭わ

れた町民が、制度の狭間で孤立することがないよ

うに支援する必要がある。 

⑴ 町内の犯罪被害の実態把握について 

 ア 東郷町における犯罪類型別の主な刑法犯認

知件数について、町はどのように把握してい

るか。 

イ 犯罪被害者や遺族が直面する課題として、 

「心身の不調」「就労困難や収入減」「転居の

必要」、「子どもの養育や学業への影響」など

が指摘されているが、町として実例を把握し

ているか。それらは支援につながっているか。 

 

町長 

担当部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水川 淳 

 

中野まさひろ 

３ 

 

令和８年２月６日 

午後４時００分 

 

 ５ 

無 会 派 
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２ 東郷中央土地区

画整理事業地内に

おける公園整備に

ついて 

 

 

 

 

 

⑵ 現在の町の支援体制の確認 

ア 犯罪被害者や遺族が町に相談した場合、ど 

の部署がどのような対応を行う体制になって 

いるか。専用窓口や明確なフローはあるか。 

イ 犯罪被害者支援に関する職員向け研修やマ 

ニュアル整備はされているか。 

⑶ 県条例だけでは不十分である認識 

 ア 愛知県は「愛知県犯罪被害者等支援条例」 

を制定しているが、県の支援は広域的・一時 

的なものが中心である。住民に最も身近な基 

礎自治体として町が担うべき役割をどう認識 

しているか。 

イ 愛知県警が市町村に条例制定を求めている 

ことについて、町はどのように受け止めてい 

るか。 

⑷ 他自治体の動向との比較 

「犯罪被害者支援条例」は全国で６割超、中 

部９県では８割近い自治体が制定している旨の 

報道があったが、愛知県内および近隣市町の制 

定状況を把握しているか。 

⑸ 条例制定の必要性と町の考え 

ア 犯罪被害は誰にでも起こり得るものであり、

被害後の生活再建を支えることは基礎自治体

の重要な役割と考えるが、町の見解を問う。 

イ 条例や支援制度がないことで、町民が他自 

 治体に比べ支援を受けにくい状況が生じてい 

 る可能性についてどう考えるか。 

ウ 条例により、「支援の基本理念の明確化」、 

 「庁内連携の仕組み化」、「相談窓口の明確化」、 

「見舞金等の経済的支援制度創設」などが可 

能になるが、その必要性をどう認識している

か。 

 エ 東郷町として犯罪被害者・遺族支援条例の 

制定に前向きに取り組むべきと考えるが、町 

長の考えを伺う。 

 

令和７年第２回定例会で東郷中央土地区画整理

地内の公園は、地区内の住民を対象としたアンケ

ートを実施する旨答弁があった。 

当該地内の公園用地は５か所あるが、すべて同

じような公園として整備しては、利用する町民の

皆さまにとっては魅力が少ない。５か所それぞれ

に特色を持たせて個性豊かな公園として整備する

必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
町長 

担当部長 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.town.togo.aichi.dbsr.jp/index.php/8405012?Template=document&VoiceType=all&VoiceID=129792#HitAnchor38
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３ 農業経営基盤の

強化と有機農業の

推進について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 公園整備の進め方を伺う。 

⑵ 令和７年度実施予定と答弁のあったアンケー

トは実施したか。 

⑶ どのような内容のアンケートか。 

⑷ ５か所の公園をどのような公園として整備す 

る計画か。 

⑸ 山口県防府市の新築地町防災広場（メバル公

園）のように防災の啓発を兼ねた公園整備の有

効性についてはどのように考えるか。 

⑹ ５か所それぞれに特色を持たせて個性豊かな

公園として整備する考えはないか。 

 

都会に近い上に緑も豊かな土地柄は本町にとっ

て大きな魅力である。本町の土地の約４割が緑地

で、緑地の約４割が田と畑である。田と畑、すな

わち農地が荒廃してしまっては本町の魅力は大き

く失われることになる。また、農業の振興による

地産地消の拡大は、食料自給率の向上に直結する。 

⑴ 「東郷町農業基本計画」の計画期間は平成 25 

年から 34年となっているが改訂の予定は。 

⑵ 「有機農業実施計画」で掲げる目標の進捗状 

況は。（令和３年度→９年度） 

ア 稲作の有機農業面積 １ha → 21ha 

  （計画最終年度の令和９年度に給食用米を 

全量有機米に移行） 

 イ 畑作の有機農業面積 5.4ha → 7.6ha 

 ウ 有機農業者数 12 人 → 35 人 

⑶ 同計画で掲げる「取組内容」の主なものの進 

 捗状況を伺う。 

 ア 「生産段階の取組」の「有機稲作の普及」 

 イ 有機農業者の育成・支援 

  (ｱ) 有機農業新規参入者等へのスタートアッ 

   プ支援、（給食用食材としての販路確保等） 

  (ｲ) 援農ボランティアの募集 

  (ｳ) 有機農産物のブランド化の検討 

 ウ スマート農業技術等の実証 

 エ 「有機農業で生産された農産物の加工、流 

通、消費等の取組」の「加工・流通関連」 

⑷ 東郷町で有機農業をやってみたいという方へ 

の施策について 

 本町の農業従事者を増やすためにも本町の農

産物の流通・消費を拡大させるためにも「東郷

町の農業」に対し、愛着を持っていただき、本

町で農業に触れていただく機会を多くするため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

町長 

担当部長 
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４ 火葬場の整備に

ついて 

 

 

 

 

の取組が必要である。近年、「オーガニック給食」

に取り組み、有機農業に力を入れている東郷町

で農業に従事したい、東郷町で有機農業をやっ

てみたいという方が増えている。そういう方が

直接農家さんに声をかけ、農業に従事するケー

スが増えていると聞く。これは、貸主と借主間

のトラブルの発生が危惧される反面、制約が少

なく、農業を通じて手軽に東郷町とつながるこ

とができ、関係人口を増やすとともに東郷町の

農業や農産物に親しみを持っていただく絶好の

機会となっている。 

 ア 農地を借りるためにはどのような手段があ 

るか。 

 イ その際の要件について伺う。 

 ウ 「オーガニック給食」に取り組み、有機農 

  業に力を入れている東郷町で、農地を借りる 

ための要件を満たして、農業に従事したいと 

思われる方に向けた施策を考えているか。 

 

名古屋市立八事斎場が再整備のため休止してお

り、火葬件数が増える冬場に火葬のひっ迫が起き

ていないか危惧される。 

名古屋市立第二斎場が八事斎場再整備中の現在

は、30炉の火葬炉を３回転させているが、再整備

後は２回転に戻るため、令和 10年度に名古屋市立

八事斎場が稼働すれば、火葬のひっ迫はなくなる

のではないかという楽観論があるとすれば間違い

である。 

火葬炉数と火葬需要予測を比較すれば、八事斎

場が再整備後に稼働しても数年で、火葬のひっ迫

度は現在の状況よりもひどくなる可能性がある。 

新たな火葬場の整備が必要である。 

⑴ 八事火葬場の再整備による休止後の本町民の 

利用火葬場とそれぞれの件数を伺う。 

⑵ 町民の皆さまからは、火葬待ちや遠方の火葬 

場利用の状況の声をお聞きするが、現在の火葬 

のひっ迫状況を把握しているか。 

⑶ ご遺族又は葬儀業者への調査によって把握す 

る必要があると考えるがいかがお考えか。 

⑷ 令和 12年度に令和６年度の 1.45倍、令和 32 

年度に 1.89倍に増加する火葬需要にどう対応 

する考えか。 

⑸ 東郷町単独で火葬場を整備する考えはある

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

町長 

担当部長 
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⑹ 近隣市に働きかけて広域で火葬場を整備する

考えはないか。 

⑺ 近隣市から広域での火葬場整備を申し入れら 

れた場合は、検討する考えか。 

 

 


